
 

 

 

 

 

大槌町災害廃棄物処理計画 
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１ 災害廃棄物発生量等推計方法 

１－１．災害廃棄物発生量 

（１）発生量推計の基本的な考え方 

１）災害廃棄物発生量推計式の種類 

災害廃棄物発生量の推計式は、災害の規模（被害棟数により区分）や対象とする

廃棄物（災害廃棄物全体量、片付けごみ発生量、津波堆積物）、災害の種類（地震災

害（揺れ）、地震災害（津波）、水害、土砂災害）に応じて、適当な推計式を用いる。

表１に推計式の種類とその適用範囲を示す。 

 

表１ 推計式の種類とその適用範囲 

 

 

２）災害廃棄物全体量 推計式【１】 

災害廃棄物全体量の推計は、発生原単位に損壊建物等の被害棟数を乗じることで

算出できる。推計に用いる各係数については、p.３の（２）において示す。 
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※市町村が半壊建物の解体廃棄物を処理しない場合は半壊建物解体率をゼロに設定す

るなど実態に合わせて半壊建物解体率を調整すること。 

 

３）片付けごみ発生量 推計式【２】 

発災初動期に当面必要となる仮置場面積を求めるための片付けごみ発生量の推

計は、住家・非住家の被害棟数の合計に、片付けごみ発生原単位を乗じることで算

出できる。推計に用いる各係数については、p.３の（２）において示す。 

なお、災害廃棄物全体量と片付けごみ発生量を推計した結果、片付けごみ発生量

の方が多く推計された場合、安全側の準備・対応を行うため、片付けごみ発生量を

全体量として取り扱う。 

 
 

４）津波堆積物 推計式【３】 

津波堆積物の発生量の推計は、発生原単位に津波浸水面積を乗じることで算出で
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きる。推計に用いる各係数については、p.３の（２）において示す。 

津波堆積物の発生量は推計式【１】の災害廃棄物全体量には含まれない。 

 

 

（２）災害廃棄物推計に用いる各係数 

災害廃棄物全体量、片付けごみ発生量及び津波堆積物の発生量を推計する際に用

いる各係数を表２～表６に示す。 

 

表２ 災害廃棄物全体量の推計に用いる各係数 

 

※市町村が半壊建物の解体廃棄物を処理しない場合は半壊建物解体率をゼロに設定す

るなど実態に合わせて半壊建物解体率を調整すること。 

 

表３ 片付けごみ発生量の推計に用いる各係数 
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表４ 津波堆積物の発生量の推計に用いる各係数 

 

 

表５ 災害廃棄物全体量の推計式に用いる１棟当り床面積（岩手県） 

 

表６ 災害廃棄物全体量の推計式に用いる解体棟数の木造・非木造比率 

倒壊棟数の木造・非木造比率 

木造 非木造 

95.9％ 4.1％ 

 

 

（追補）火災焼失に伴う災害廃棄物の発生量の算定方法 

「巨大災害時における災害廃棄物対策のグランドデザインについて 中間とりま

とめ」（平成 26 年３月、環境省、巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員

会）（以下、「グランドデザイン」という。）では、災害廃棄物が地域に与える影響を

概略的に把握するため、火災焼失に伴う災害廃棄物の発生量は、設定した発生原単

位に火災焼失に伴う建物の減量率（木造の場合は 34％、非木造の場合は 16％）を

掛け合わせることにより算定する方法が示されている。 

木造 木造以外（非木造） 

棟数 

（棟） 

床面積 

（㎡） 

１棟当たり

の床面積 

（㎡/棟） 

棟数 

（棟） 

床面積 

（㎡） 

１棟当たり

の床面積 

（㎡/棟） 

752,754 82,615,975 109.8 124,603 31,569,149 253.4 
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１－２．し尿発生量及び仮設トイレ必要基数 

（１）し尿収集必要量 

し尿収集必要量は、①仮設トイレを必要とする人数と②非水洗化区域のし尿収集

人口の合計にし尿計画１人１日平均排出量を乗じて推計する。 

 

 

（２）仮設トイレの必要基数 

仮設トイレの必要基数の推計式（例）を以下に示す。 
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１－３．避難所ごみ発生量 

避難所ごみの推計式（例）を以下に示す。避難所ごみは避難者数に発生原単位を

乗じて推計する。 
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２ 仮置場の必要面積の推計 

以下では、発生した災害廃棄物の全量を仮置きできる面積を求める「方法１：最

大で必要となる面積の算定方法」と、「方法２：処理期間を通して一定の割合で災害

廃棄物の処理が続くことを前提とした算定方法」の２通りを示す。方法２は仮置場

からの搬出を考慮した方法であることから、方法１と比較すれば実態を考慮した値

が得られると期待できる。一方、安全側を見て最大値を把握したい場合や簡易な方

法で算定したい場合は方法１を活用する。 
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３ 広報資料の雛型 

大規模災害時の
ごみの出し方

平成23年３月 東日本大震
災

平成23年３月 東日本大震災

災害で出た「ごみ」って
どうすればいいの？

災害ごみ（災害廃棄物）とは？
地震や洪水など、大きな災害が起こると、家や建物の倒壊・浸水・破損によ

り、大量のがれきや畳、家具・家電類など普段の生活では出ないごみが一斉に

発生します。このように災害により発生した廃棄物を『災害ごみ（災害廃棄

物）』といいます。

被害の規模によっては、災害ごみの処理に数年の期間を要します。生活環境

の保全と公衆衛生の確保、早期復興のためにも排出時の分別が重要です。

災害ごみはリサイクル可能な品目も多く、皆様の適切な分別により町の処理

費用削減にもつながります。

災害時は、災害ごみと普段の生活ごみと、それぞれの分別区分にしたがって

排出いただくよう、町民皆様のご理解とご協力をお願いします。

災害ごみ（災害廃棄物）
災害による破損が原因で
発生

生活ごみ
平時でも発生する家庭
から出るごみ

平時用・表
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大規模災害時の生活ごみの出し方

災害直後はごみ処理施設や被害地域の確認のため、ごみ収集は一時的に停止

する場合があります。その場合は以下のご理解とご協力をお願いします。

※ 災害発生から数日間はごみを自宅で保管していただかなくてはならない場

合があります。

※収集再開後は、生活ごみ、使用済み非常用トイレなど腐敗しやすい「可燃

性ごみ」から優先的に回収します。

数日間収集できなくなる場合があります。再開後、可燃性ごみから回収します。

不燃ごみや資源ごみは

町から連絡があるまでは

自宅保管をお願いします。

凝固剤で適切に処理
されたもの（袋を二
重
にするなどの対策）

再開後

生ごみや
腐敗しやすいもの

平時からできること

ごみはこまめに出しておく
普段から粗大ごみや不要品、使わなくなった家電類な
ど平時のうちに折を見て処分しておきましょう。
避難通路の確保にも役立ちます。

タンスの固定・簡易トイレ備
蓄

出来るだけ壁や天井に固定し、倒壊や破損をタンスや電
化製品等は防ぎましょう。けがを防ぎ、身を守る事が出
来ます。また簡易トイレを家族人数分×３日分を目安に
備蓄しましょう。

お問合せ先：大槌町リサイクルセンター TEL：0193-42-7570

平時用・裏
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災害により発生したごみの出し方について
有事用・表

◆開設日：令和●年●月●日（●曜日）から

◆開設時間：●時から●時まで（●曜日は除く）

◆場所：●●●●（●●地域）

◆ごみの分別方法：予め仮置場レイアウト（裏面）の分別品目に分別してください

ごみの荷下ろしはご自身で行っていただきます（補助員あり）

※ご自身で運び込めない方は後日ボランティアセンターをご案内します

仮置場の場所

災害により発生した大きなごみや大量のごみは仮置場へ持ち込んでくださ
い。
その際、分別の徹底にご協力お願いします。

この度の災害で発生したごみ以外は持ち込めませ
ん

＜注意事項＞
◆ 渋滞が予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。
◆ 分別がされていない場合は入場できません。
◆ 仮置場の受付で受付票の記入が必要です。
◆ 荷下ろしは手作業でお願いします。荷台を動かしておろすことはできませ

ん。
◆ 電化製品のバッテリーやリチウムイオン電池、暖房器具類の灯油等は必ず

抜いてください。（※要確認 どこまで危険物を仮置場で回収する？）
◆ 生ごみ等の可燃ごみや廃棄する冷蔵庫の中身は、通常ごみの収集日にごみ

ステーションにお出しください。

仮置場（予
定）
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仮置場が開設されたら

①分別排出の徹底

下記の分別方法に従って、分別排出をお願いします。
色々なごみが混ざると、被災地からの災害ごみ搬出が遅くなり
復興の遅れに繋がります。

①木くず・・・・・・・柱、梁等（リサイクル可能なもの）
②可燃物・・・・・・・畳、布団、木製家具、その他可燃物
③不燃物・・・・・・・ガラス、瓦、レンガ等
④石膏ボード・・・・・石膏ボード
⑤コンクリートがら・・コンクリート破片
⑥家電類・・・・・・・家電４品目（TV、冷蔵庫、洗濯機、

エアコン）その他家電類
⑦金属類・・・・・・・各種金属製品
⑧処理困難物・・・・・消火器、ガスボンベ、灯油、農薬等
（危険物）

分別の種類

②搬入時の荷下ろし

持ち運んだ災害廃棄物は仮置場で以下の順序で荷下ろししていきます。
積込の際には降ろしやすいように考慮した積込協力をお願いします。

お問合せ先：大槌町リサイクルセンター TEL 0193-42-7570

有事用・裏

＜重要＞
～安全にご利用いただくために～

・場内は大型重機、車両が稼働し
危険が伴います。

・車両走行、荷下ろしは係員の指
示に従ってください。

・地震により場内に亀裂、段差が
あります。ケガや事故、車両の
損傷・事故は責任を負いかねま
す。

 


